
 

箱根山の噴火警戒レベルの「警戒が必要な範囲」の改定について 

 

 

 

現行 

現行 
噴火警戒レベルの各レベルに応じた「警戒が必要な範囲」 

（令和７年３月 27 日まで） 

レベル５ 想定火口域から 700m 程度を超える範囲 

レベル４ 想定火口域から 700m 近くの範囲 

レベル３ 想定火口域から 700ｍ以内の範囲 

レベル２ 
 

レベル１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改定後 

 

改定後 

改定後 
噴火警戒レベルの各レベルに応じた「警戒が必要な範囲」 

（令和７年３月 28 日以降） 

レベル５ 想定火口域から 600m 程度を超える範囲 

レベル４ 想定火口域から 600m 程度近くの範囲 

レベル３ 想定火口域から 600m 程度以内の範囲 

レベル２ 
（想定火口域の形状変更） 

レベル１ 
 

別紙１ 

○ 箱根山では、火山防災協議会による協議の結果、想定火口域及び噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」は以下のよう

に変更になります。 

 600m  


